
 

令和７年度(２０２５年度) 
 

熊本県育休等代替臨時職員・ 

常勤職員代替臨時的任用職員採用試験 

（一般事務） 
 

試験案内・申込書 
 

 

申込受付期間 

令和７年(2025 年) ５月 7 日（水）～ 

令和７年(2025 年) ６月６日（金） 
 

熊本県総務部人事課 
 

 
●本試験は、育休等代替臨時職員（一般事務）、常勤職員代替臨時的任用職員（一般事務）

採用試験の２つを併せて行うものです。どちらか一方のみ、又は両方の試験区分に申し

込むことができます。 

 

  育休等代替臨時職員：正職員の産前・産後休暇及び育児休業による欠員が生じた 

場合に代替職員として勤務していただきます。 

 常勤職員代替臨時的任用職員：正職員の休職、退職等による欠員が生じた場合に代替職員 

として勤務していただきます。 

 

●試験の方法は、小論文試験及び面接試験です。 

 

●この試験のほか、各所属において随時、育休等代替臨時職員・常勤職員代替臨時的任用

職員採用を行う場合があります。試験の実施情報については、県庁ホームページに掲載

します。 
  



１ 採用予定数、配属予定先、採用時期、業務内容等 

職 種 採用予定数 配属予定先 採用時期 

一般事務 計３５名程度 
県庁、県内各地域振興局などの 

出先機関 
随時※ 

※合格発表の日以降、採用が必要な時期に原則成績上位順から順次採用します。 

ただし、一般事務業務であっても、資格や特定の知識（社会福祉主事など）を必要とする

場合等については、上記の方法によらず採用する可能性があります。 

※正職員の産前・産後休暇及び育児休業の取得状況や休職、退職等による欠員の状況によっ

ては、今年度中の採用とならない場合があります。 

  ●業務内容：正職員と同様の業務に従事します（会計年度任用職員とは異なります）。 

  （変更の範囲） 

    育児休業取得等により欠員が生じた所属への配置となりますが、配置調整等に伴い、一

般事務業務の担当内容に変更が生じることがあります。 
 

  試験から採用までの流れ 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

  ※採用に必要な書類をご提出頂きます（住民票、最終学歴学校の卒業証明書、健康診断書

（採用予定日から３か月以内に受診したもの）など） 
 

 

 

２ 合格の有効期間等 

  ・ 合格の有効期間は、合格発表の日から令和９年（２０２７年）６月３０日までとします

が、この採用は、正職員の産前・産後休暇及び育児休業や休職、退職等による欠員に伴う

代替臨時職員としての採用であるため、有効期間内の正職員の育児休業取得や欠員の状況

によっては採用されないこともあります。 

   

３ 受験資格 

   次のいずれかに該当する方は、受験できません。 

   ・ 日本国籍を有しない者 

   ・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

   ・ 熊本県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

   ・ 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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４ 勤務条件等 

  （１）任用期間 

   【育休等代替臨時職員】 

 正職員の産前・産後休暇及び育児休業期間の全部又は一部の期間（基本的には１年程

度）ですが、育児休業中の正職員が予定より早く復帰した場合等は、当初の任用期間よ

り早く退職となることがあります。 

 

【常勤職員代替臨時的任用職員】 

  正職員の休職、退職等により欠員が生じた期間のうち、６月を超えない期間です。な

お、１回に限り６月を超えない期間で更新することがあります。 

 

  （２）給与（月額の一例：令和７年（２０２５年）１月１日現在） 

     高校卒業程度：１８８，０００円～ 

     大学卒業程度：２１３，６００円～  

    ※学歴、職歴に応じ加算措置があります。 

    ・諸手当（通勤手当、住居手当、期末勤勉手当など） 

    ・勤務が６月を超えた場合は退職手当 
 

  （３）育休等任期付職員の選考の対象（※育休等代替臨時職員として採用された場合） 

     職員が一定期間以上の育児休業等を取得するとき、必要に応じ、育児休業等の請求期

間を任用の限度として、任期を定めた職員（育休等任期付職員）を、育休等代替臨時職

員採用試験の合格者の中から選考により採用する場合があります。 

 

５ 試験の日程等 

試 験 日時・試験会場 合 格 発 表 

小論文試験 

面接試験 

令和７年(２０２５年)６月２１日（土） 

会場：熊本県庁（防災センター） 

午後０：３０ 着席 

午後０：４５～午後１：４５ 小論文試験 

午後２：１５～ 面接試験 

令和７年 (２０２５年 )７月１０日

（木）に、熊本県庁ホームページにお

いて合格者の受験番号を発表するとと

もに、郵送により本人に合否を通知し

ます。 

 

６ 試験の方法、配点等 

 ・試験の程度は、高等学校卒業程度で行います。なお、試験ごとに合格基準があります。 

小論文試験 

（50点） 

（60分） 

公務員として必要な一般的知識や、文章による表現力及び論理性などについて記述

式による筆記試験（一般教養的課題）を行います。 

面接試験 

（100点） 
個別面接による口述試験を行います。 

［注意：試験の際に持参するもの］ 

 ・受験票、筆記用具（鉛筆・消しゴム等）、時計（計時機能だけのものに限ります。） 

 

７ 申込手続等 

 以下の要領によりインターネットでの申込みをお願いします。 

 

 

 

 



受付期間 令和７年（2025年）５月７日（水）～６月６日（金） 

申込方法 

次の URL またはＱＲコードから電子申請システム（LoGo フォーム）に

アクセスし、申込手続を行ってください。 

 

 

 

https://logoform.jp/f/ep22x 

 

 

（申し込み用 QRコード） 

 

令和７年（2025 年）６月６日（金）２３時５９分までに受信完了し

たものに限り、受け付けます。余裕をもって申込手続きを完了してく

ださい。 

受験票等

の交付 

審査終了後、６月１３日（金）までに受験票が印刷できるようになっ
た旨の電子メールを送信します。（詳細は、送付される電子メールを
ご覧ください。） 
受験票等の印刷ができない場合は、至急、人事課人事班まで問い合わ

せてください。 

 ［注意］申込書記載事項の真否等を確認するため、資格調査を行うことがあります。 

 

 
≪インターネットによる受験申込に関する注意事項≫ 

※ 申込みには電子申請システム（LoGo フォーム）を利用しますが、ご利用のインターネット環

境によってはこのシステムを利用できないことがありますので、電子申請のページにアクセス

して確認してください。 

※ 申込みの際には、アカウント登録が必要です。ただし、アカウント登録を行っただけでは申

込みは完了しませんので、必ず、試験の申込みを行ってください。 

※ 申込みは、受付期間中に正常に到達したものを受け付けます。手続に伴う機器の不具合や通

信障害などによるトラブルについては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

※ 申込内容については、電子申請システム（LoGo フォーム）のマイページで確認することがで

きます。 

※ 受験票を印刷するためのプリンターが必要となります。プリンターを持っていない方は、コ

ンビニエンスストア等のプリントサービスを利用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://logoform.jp/f/ep22x


防災センター 

８ 試験結果の情報提供 

  この採用試験の結果については、以下のとおり情報の提供を求めることができます。 

受験者本人が①受験票又は合格通知書及び②本人であることを証明する書類（運転免許証、

旅券等）を持参のうえ、提供可能期間中の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に直接

提供場所へお越しください。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律により休日

とされる日は受け付けをすることができません。  

   なお、電話、メール、郵便等による情報の求めに対しては提供できません。 

提供を求めることが 

できる人 
提供する内容 提供可能期間 提供場所 

試験受験者 
総合順位及び 

総合得点 

合格発表の日 

から１か月間 

総務部人事課 

（熊本県庁行政棟本館４階） 

 

９ 問い合わせ先 

  熊本県総務部人事課人事班（熊本県庁行政棟本館４階） 

  〒862-8570  熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号  電話 096-333-2053(直通) 

 

 

 

 

【熊本県庁 地図】 
  駐車場は使えませんので、公共交通機関を御利用ください。 

 
   〔バス〕 

熊本桜町バスターミナル 25番乗場から乗車で約 21分、「熊本県庁前」下車、徒歩すぐ 
   〔路面電車〕 

「市立体育館前」下車、徒歩約 10分 
 

 


